
　平成 22 年度より、６５歳未満の方の公的年金等の所得にかかる市・道民税は、他の所得にかかる
市・道民税と同様に、原則として給与から特別徴収することとなっています。
　なお、普通徴収（納付書・口座振替による納税）で納めたい方は、所得税の確定申告をする際に、申
告書第２表住民税に関する事項で徴収方法を「自分で納付」を選択することで、市・道民税も普通徴収
に変更することができます。

���平成２２年度の市・道民税を公的年金から特別徴収で納めた方
　　　今年の２月に特別徴収した額と同額を４・６・８月に支給される年金から仮徴収し、平成２３

年度の市・道民税が決定した後に、年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの額を１０・１２月、
翌年の２月に支給される年金から３回に分けて本徴収します。

　　　なお、公的年金以外の所得がある方で、平成２３年度分の市・道民税として仮徴収する額と、
税額決定後に本徴収する額に大きな差が生じる方は、４・６・８月の仮徴収を停止し、１０月か
ら特別徴収を再開します。対象となる方には、個別に通知します。

問合先　市税務課市民税係

����普通徴収

２月１２月１０月８月６月

各月、年税額の６分の１各月、年税額の４分の１

������������������

２月１２月１０月８月６月４月

各月、年税額から仮徴収した額を差し引 いた
額の３分の１

各月、前年度の２月と同額

���新たに市・道民税を公的年金から特別徴収で納める方
　　（平成２２年度途中で税額変更等により特別徴収の対象とならなくなった方を含む）
　　　年税額のうち、６・８月分を普通徴収（納付書・口座振替による納税）で納め、１０・１２月、翌

年の２月に特別徴収します。

年金にかかる市・道民税
給与にかかる市・道民税
（特別徴収の場合）

給与分と年金分を合わせて給与から特別徴収平成２０年度以前

普通徴収（個人で納付）特別徴収平成２１年度

給与分と年金分を合わせて給与から特別徴収��������

普通徴収（個人で納付）特別徴収�������	
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※６５歳以上の方の公的年金等にかかる税額は、これまでどおり給与所得にかかる税額に加算して特
別徴収することはできません。
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